
一
頁

○
厚
生
労
働
省
令
第
百
四
十
四
号

特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給
付
金
等
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
六
号
）
第
二

条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給
付
金
等
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行

規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
三
年
十
二
月
十
六
日

厚
生
労
働
大
臣

小
宮
山
洋
子

特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給
付
金
等
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則

（
予
防
接
種
又
は
ツ
ベ
ル
ク
リ
ン
反
応
検
査
を
行
っ
た
者
）

第
一
条

特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給
付
金
等
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

地
方
自
治
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
九
号
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て

「
昭
和
三
十
九
年
地
方
自
治
法
改
正
法
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三

年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
五
条
の
規
定
及
び
昭
和
三
十
九
年
地
方
自
治
法
改
正
法
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
廃



二
頁

止
前
結
核
予
防
法
（
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（

平
成
十
八
年
法
律
第
百
六
号
）
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
廃
止
さ
れ
た
廃
止
前
の
結
核
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律

第
九
十
六
号
）
を
い
う
。
次
号
及
び
第
三
号
並
び
に
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
東
京

都
の
区
の
存
す
る
区
域
に
お
い
て
、
予
防
接
種
又
は
ツ
ベ
ル
ク
リ
ン
反
応
検
査
を
行
っ
た
保
健
所
長

二

昭
和
三
十
九
年
地
方
自
治
法
改
正
法
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
予
防
接
種
法
第
五
条
及
び
昭
和
三
十
九
年
地

方
自
治
法
改
正
法
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
廃
止
前
結
核
予
防
法
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
昭
和
六

十
三
年
一
月
二
十
七
日
ま
で
の
間
、
東
京
都
の
区
の
存
す
る
区
域
に
お
い
て
、
予
防
接
種
又
は
ツ
ベ
ル
ク
リ
ン
反
応
検
査

を
行
っ
た
特
別
区
の
区
長

三

廃
止
前
結
核
予
防
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
昭
和
六
十
三
年
一
月
二
十
七
日
ま
で
の
間
、
定
期
の
健
康
診

断
を
行
っ
た
学
校
の
長

（
予
防
接
種
又
は
ツ
ベ
ル
ク
リ
ン
反
応
検
査
が
実
施
さ
れ
た
日
に
お
い
て
施
行
さ
れ
て
い
た
法
律
）

第
二
条

法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
法
律
は
、
予
防
接
種
法
及
び
廃
止
前
結
核
予
防
法
と
す
る
。

（
医
療
機
器
）



三
頁

第
三
条

法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療
機
器
は
、
種
痘
針
、
乱
刺
針
及
び
多
圧
針
と
す
る
。

（
持
続
感
染
の
状
態
）

第
四
条

法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
状
態
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
の
場
合
に
該
当
す
る
状

態
と
す
る
。

一

六
月
以
上
の
間
隔
を
お
い
て
二
回
の
血
液
学
的
検
査
を
行
っ
た
結
果
、
い
ず
れ
の
検
査
結
果
に
お
い
て
も
Ｈ
Ｂ
ｓ
抗
原

陽
性
、
Ｈ
Ｂ
Ｖ

Ｄ
Ｎ
Ａ
陽
性
、
Ｈ
Ｂ
ｅ
抗
原
陽
性
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
（
当
該
二
回
の
血
液

―

学
的
検
査
の
間
隔
が
相
当
程
度
長
い
場
合
又
は
当
該
二
回
の
血
液
学
的
検
査
の
間
に
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
が
持
続
的
に
生

体
内
に
存
在
し
て
い
な
い
こ
と
を
疑
わ
せ
る
検
査
結
果
が
あ
る
等
の
特
段
の
事
情
が
あ
る
場
合
を
除
く
。
）

二

血
液
学
的
検
査
の
結
果
、
Ｈ
Ｂ
ｃ
抗
体
陽
性
（
高
力
価
に
限
る
。
）
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

三

前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
医
学
的
知
見
に
基
づ
き
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
が
持
続
的
に

生
体
内
に
存
在
す
る
状
態
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


